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飲料水汚染健康危機対策班活動要領 

１．目的 

  この要領は、飲料水汚染及びその疑いによる健康危機が生じた際に、千葉市健康危機

管理対策本部等設置要綱に基づき、千葉市健康危機管理警戒本部（以下「警戒本部」と

いう）及び千葉市健康危機管理対策本部（以下「対策本部」という）内に飲料水汚染健

康危機対策班（以下「対策班」という。）を設置し、原因究明や健康被害の拡大防止等の

対策に万全を期することを目的とする。 

２．定義 

（１）この要領において「飲料水」とは、次に掲げるものをいう。 

  ア 水道法（昭和３２年法律第１７７号）に基づく水道事業者、専用水道設置者及び

簡易専用水道設置者により供給される水 

  イ 千葉市小規模水道条例（平成３年千葉市条例第５７号）に基づく小規模専用水道

設置者及び小規模簡易専用水道設置者により供給される水 

  ウ その他、飲用に供する井戸等により供給される水 

（２）この要領において「飲料水汚染」とは、病原体、毒物・劇物等の原因を問わず、水

道原水の水質異常、水道施設等の事故、井戸水の水質異常をいう。 

３．設置基準 

（１）対策班は、千葉市健康危機管理基本指針に定める飲料水汚染による健康危機レベル

２の事案発生に際して設置される警戒本部及びレベル３の事案発生に際して設置され

る対策本部内に設置する。 

（２）健康危機レベルごとの健康被害の発生例については別表１に示す。 

４．組織体制 

（１）対策班は、班長、副班長及び飲料水汚染による健康危機に関係する課（以下、「関

係課」という。）により組織する。対策班の構成及び業務分担は、別表２のとおりと

し、健康危機の状況に応じて、関係課以外の庁内他部局に協力を要請することができ

る。 

（２）対策班の班長は医療衛生部長、副班長は保健所長及び環境保健研究所長とする。 

（３）対策班の総務は、生活衛生課が担当する。 

（４）対策班には、対策班会議及び原因究明委員会を設置する。 

（５）上記に定めた以外の医療衛生部職員も、必要に応じ対策班に協力するものとする。 

５．業務 

（１）対策班の所掌する業務は次のとおりとする。 

  ア 健康被害の原因究明 

  イ 健康被害の拡大防止 

  ウ 庁内外関係機関との連絡調整 

  エ 市民への情報提供 

（２）保健所内及び環境保健研究所内の業務分担については、必要に応じて各所長の判断

により調整を行う。 

（３）業務の詳細については、別途「飲料水汚染事故処理要領」等に定める。 
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６．対策班会議 

（１）対策班班長は、副班長及び必要に応じた関係課の所属長を招集して対策班会議を開

催し、対策の基本方針を決定する。 

（２）対策班班長は、必要に応じて関係課以外の者を会議に出席させ、意見や説明を求め

ることができる。 

（３）対策班会議の庶務は、生活衛生課において行う。 

７．原因究明委員会 

（１）対策班班長は、健康被害の原因究明のため、原因究明委員会を設置する。 

（２）委員長を保健所長、副委員長を環境保健研究所長とし、委員は、対策班班長が関係

課の所属長の中から指名する。また、必要に応じて外部機関の専門家等に委員への就

任を依頼できる。 

（３）委員長は会務を総括し、副委員長は委員長を補佐する。 

（４）委員長は、委員の指定する者を代理として、委員会に出席させることができる。 

（５）委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席及び意見を求めることができる。 

（６）原因究明委員会の庶務は、生活衛生課において行う。 

８．夜間休日の緊急連絡体制 

  夜間休日の連絡体制は、年度ごとに別途定めるものとする。 

９．内容の見直し 

  この要領は、運用を通じて、機動的に内容を見直すものとする。 

 

 

 

  附 則 

この要領は、平成１２年９月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１５年１２月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２４年４月２日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 
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附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、令和６年１０月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、令和７年５月１日から施行する。 



- 4 - 

別表１ 

健康危機レベルごとの健康被害の発生例 

 

健康危機

レベル 
健康被害の発生例 

レベル 1 ①個別的な散発例 

例）個人井戸等の化学物質を原因とする健康被害の発生例（メトヘモグ

ロビン血症など） 

②周辺への影響拡大が想定されない集団発生例   

例）飲料水を原因とする特定の集団における感染症の発生例（カンピロ

バクター感染症など） 

レベル２ ①最近国内で発生例のない原因による広域的散発例 

例）水道事業者を原因とするクリプトスポリジウム症、ジアルジア症の

発生など 

②周辺への影響が拡大する（拡大のおそれがある場合を含む）集団発生例 

例）飲料水を原因とする複数の集団における感染症の発生（腸管出血性

大腸菌感染症、ノロウイルス感染症など） 

レベル３ ①重篤な症状を伴う大規模集団発生例  

例）原水への油類、有機化合物や重金属の流入による健康被害など 

②国際的に注目される、または全国的に発生して社会的問題となる事例 

例）侵入者による浄水施設への毒物や農薬等の混入など 
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別表２ 

飲料水汚染健康危機対策班の構成及び業務分担 

 

○班長 医療衛生部長 

○副班長 保健所長・環境保健研究所長 

関係課 分担 業務内容 

本

庁 

生活衛生課 総務担当 １．対策班（対策班会議、原因究明委員会）の運営

に関すること 

２．対策班内の連絡調整に関すること 

３．関係行政機関（国土交通省、県等）及び関係団

体、関係機関との連絡調整及び協力要請に関する

こと 

４．市民への広報に関すること 

５．給水停止命令に関すること 

健康危機管理課 感染症・対策

本部担当 

１．感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成１０年法律第１１４号。以下「感

染症法」という。）に基づく関係行政機関との連

絡調整に関すること 

２．感染症に係る市民への広報に関すること 

３．生活衛生課との協働体制に関すること 

４．警戒本部、対策本部及び健康危機管理連絡会 

議の設置に関すること 

５．健康危機の状況に応じた庁内関係部局との連 

絡調整及び協力要請に関すること 

医療政策課 医療担当 １．医師会、医療機関、消防との連絡調整及び協力

要請に関すること 

２．毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３

号）に基づく関係行政機関との連絡調整に関する

こと 

３．毒物・劇物に係る市民への広報に関すること 

４．生活衛生課との協働体制に関すること 

５．医療衛生部内の連絡調整に関すること 

保健福祉総務課 連絡調整担当 １．保健福祉局内の連絡調整に関すること 

地域福祉課 １．健康福祉部内の連絡調整に関すること 

高齢福祉課 １．高齢障害部内の連絡調整に関すること 

保

健

所 

総務課 庶務担当 １．庶務に関すること 

２．保健所内の連絡調整に関すること 

３．毒物・劇物に係る調査、情報収集に関すること 

環境衛生課 環境担当 １．原因究明及び情報の収集に関すること 

２．原因施設及び関係施設の調査並びに対策指導 
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に関すること 

３．飲料水利用者に対する飲用指導に関すること 

４．市民に対する相談窓口の設置に関すること 

５．その他環境衛生全般に関すること 

食品安全課 食品・地方卸

売市場・食鳥

処理場担当 

１．食品に係る調査、その他食品衛生全般に関する

こと 

２．集団給食施設に関すること 

３．環境衛生課との協働体制に関すること 

４．地方卸売市場・食鳥処理場に係る調査及び指導

に関すること 

５．検査に係る協力に関すること 

感染症対策課 調査・予防担

当 

１．感染症に係る調査に関すること 

２．感染症法による発生届の受理及び報告に関す 

ること 

３．二次感染の予防に関すること 

４．環境衛生課との協働体制に関すること 

環

境

保

健

研

究

所 

健康科学課 庶務・情報・

検査担当 

１．庶務に関すること 

２．環境保健研究所内の連絡調整に関すること 

３．飲料水の微生物学的検査に関すること 

４．飲料水の理化学的検査に関すること 

５．原因物質等に係る情報の収集に関すること 

６．検体採取等、疫学調査への協力に関すること 

環境科学課 環境検査担当 １．排水等環境に由来する検査に関すること 

２．化学物質等に係る情報の収集に関すること 

 


